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規  則 
（平成28年11月18日掲示済） 

 天理市子ども医療費助成条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成28年11月18日 
                                   天理市長 並 河  健  
天理市規則第39号 
   天理市子ども医療費助成条例施行規則等の一部を改正する規則 
 （天理市子ども医療費助成条例施行規則の一部改正） 
第１条 天理市子ども医療費助成条例施行規則（昭和48年10月天理市規則第27号）の一部を次のように改 
 正する。 
 第２条を次のように改める。 
  （証明書の交付申請） 
 第２条 条例第４条第１項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、医療の助成の対象となる  
  子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証交付（更新）申請書（様式第１号）に、医療の助 
  成の対象となる子どもが就学児にあっては子ども医療費受給資格証交付（更新）申請書（様式第２号） 
  に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 
  (１) 住所を証する書類 
  (２) 所得の状況を証する書類 
  (３) 当該子どもに係る国民健康保険法（昭和33年法律第1 9 2号）に基づく被保険者証若しくは被保 
   険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証 
  (４) その他市長が必要と認める書類 
 ２ 市長は、前項の申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認す 
  ることができるときは、当該書類を省略させることができる。 
  第３条中第３項を削り、第４項を第３項とする。 
  第５条第１項中「当該子どもに係る国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書 
 又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証」を「第２条第１項に規定する書類」  
 に改め、同条第２項中「第３条」を「第２条第２項及び第３条」に改める。 
  第７条第３項中「関わらず」を「かかわらず」に改める。 
 （天理市心身障害者医療費助成条例施行規則の一部改正） 
第２条 天理市心身障害者医療費助成条例施行規則（昭和48年10月天理市規則第28号）の一部を次のよう 
 に改正する。 
 第２条を次のように改める。 
  （証明書の交付申請） 
 第２条 条例第４条第１項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、心身障害者医療費受給資 
  格証交付申請書（様式第１号。以下「受給資格証交付申請書」という｡)に次に掲げる書類を添付して 
  市長に提出しなければならない。 
  (１) 住所を証する書類 
  (２) 所得の状況を証する書類 
  (３) 心身障害者に係る国民健康保険法（昭和33年法律第1 9 2号）に基づく被保険者証若しくは被保 
   険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証 
  (４) 身体障害者にあっては身体障害者手帳、知的障害者にあっては療育手帳 
  (５) その他市長が必要と認める書類 
 ２ 市長は、前項の申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認す 
  ることができるときは、当該書類を省略させることができる。 
  第３条中第３項を削り、第４項を第３項とする。 
  第５条第１項中「心身障害者に係る国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書 
 又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証」を「第２条第１項に規定する書類」 
 に改め、同条第２項中「第３条」を「第２条第２項及び第３条」に改める。 
 （天理市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の一部改正） 
第３条 天理市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則（平成27年12月天理市規則第41号）の一部を 
 次のように改正する。 
 第２条を次のように改める。 
  （交付申請） 
 第２条 条例第３条の規定により助成金の交付を受けようとする者（以下「対象者」という｡)は、重度 
  心身障害老人等医療費助成交付（更新）申請書（様式第１号。以下「申請書」という｡)に次に掲げる 
  書類を添付して市長に提出しなければならない。 
  (１) 条例第２条第１号又は第２号の要件に該当する者であることを証する書類 
  (２) 所得の状況を証する書類 
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  (３) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）に基づく被保険者証 
  (４) 身体障害者にあっては身体障害者手帳、知的障害者にあっては療育手帳 
  (５) その他市長が必要と認める書類 
 ２ 市長は、前項の申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認す 
  ることができるときは、当該書類を省略させることができる。 
  第３条中第２項を削る。 
  第４条第１項中「第２条」を「第２条第１項」に改める。 
   附 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 

告  示 
（平成28年11月７日掲示済） 

天理市告示第3 8 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成28年11月７日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月７日 
３ 移動対象区域 
  天理市田井庄町5 7 2番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所  
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月７日から平成29年１月６日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
６ 返還時に必要なもの 
 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの（運転免許証・学生証・保険証等） 
 (２) 移動・保管費用（１台につき） 
  ア 移動費 2,050円 
  イ 保管費 1,020円（ただし、移動日から14日以内は無料） 
７ 連絡先 
  天理市自転車等保管施設 電話 0743－62－7778 
  天理市総務部地域安全課 電話 0743－63－1001 

 
（平成28年11月７日掲示済） 

天理市告示第3 9 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年11月７日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月７日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
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５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月７日から平成29年１月６日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略）  

 
 （平成28年11月８日掲示済）  

天理市告示第3 9 1号 
   公示送達について 
 下記書類の送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでなく、又は外国においてすべき送達につき困 
難な事情があるため、国民健康保険法（昭和33年法律第1 9 2号）第78条の規定により準用する地方税法
（昭和25年法律第2 2 6号）第20条の２の規定により、次のとおり公示送達をする。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は、本市保険医療課で保管し、送達を受けるべき者からの交付の申
出があればいつでも交付する。 
  平成28年11月８日 
                                   天理市長 並 河  健  

記 
送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名  略 
（注意）国民健康保険法第78条の規定により準用する地方税法第20条の２第３項の規定により、掲示を始
めた日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。 

 
                                  （平成28年11月９日掲示済） 
天理市告示第3 9 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年11月９日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月９日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月９日から平成29年１月８日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略）  

 
                                         （平成28年11月10日掲示済） 
天理市告示第3 9 3号  
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年11月10日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月10日 
３ 移動対象区域 
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  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月10日から平成29年１月９日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略）  

（平成28年11月11日掲示済） 
天理市告示第3 9 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年11月11日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月11日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月11日から平成29年１月10日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略）  

 
                                 （平成28年11月11日掲示済） 

天理市告示第3 9 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成28年11月11日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月11日 
３ 移動対象区域 
  天理市川原城町8 2 5番地１先放置禁止区域外 
４ 保管場所  
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月11日から平成29年１月10日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
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（以下 略） 
 

                                （平成28年11月11日掲示済） 
天理市告示第3 9 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成28年11月11日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月11日 
３ 移動対象区域 
  天理市喜殿町37番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所  
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月11日から平成29年１月10日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略） 

 
                                 （平成28年11月14日掲示済）  

天理市告示第3 9 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年11月14日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月14日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月14日から平成29年１月13日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略）  

（平成28年11月15日掲示済） 
天理市告示第3 9 8号 
 災害対策基本法（昭和36年法律第2 2 3号）第49条の４第１項及び第49条の７第１項の規定に基づき、別
紙のとおり指定緊急避難場所及び指定避難所を指定したので、同法第49条の４第３項及び第49条の７第２
項の規定により告示する。 
  平成28年11月15日 
                                   天理市長 並 河  健  
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（平成28年11月15日掲示済） 
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天理市告示第3 9 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年11月15日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月15日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月15日から平成29年１月14日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略）  

 
                         （平成28年11月15日掲示済） 

天理市告示第4 0 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成28年11月15日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月15日 
３ 移動対象区域 
  天理市平等坊町1 7 6番地１先放置禁止区域外 
４ 保管場所  
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月15日から平成29年１月14日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略） 

 
                     （平成28年11月15日掲示済） 

天理市告示第4 0 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成28年11月15日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
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  平成28年11月15日 
３ 移動対象区域 
  天理市三島町4 1 4番地１先放置禁止区域外 
４ 保管場所  
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月15日から平成29年１月14日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略） 

  （平成28年11月16日掲示済） 
天理市告示第4 0 2号 
 地方公営企業法第40条の２第１項の規定により、平成28年４月１日から平成28年９月30日までにおける 
水道事業及び下水道事業の業務状況を次のとおり公表する。 
  平成28年11月16日 
                                   天理市長 並 河  健  
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天理市告示第4 0 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年11月16日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月16日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月16日から平成29年１月15日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略）  

 
                                 （平成28年11月17日掲示済） 

天理市告示第4 0 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成28年11月17日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月17日 
３ 移動対象区域 
  天理市前栽町3 3 8番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所  
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月17日から平成29年１月16日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略） 

 
                                 （平成28年11月17日掲示済） 

天理市告示第4 0 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年11月17日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月17日 
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３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月17日から平成29年１月16日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略）  

 
                                 （平成28年11月18日掲示済） 

天理市告示第4 0 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年11月18日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月18日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月18日から平成29年１月17日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略）  

 
 （平成28年11月21日掲示済） 

天理市告示第4 0 7号 
   公示送達について 
 下記書類の送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでなく、又は外国においてすべき送達につき困
難な事情があるため、国民健康保険法（昭和33年法律第1 9 2号）第78条の規定により準用する地方税法
（昭和25年法律第2 2 6号）第20条の２の規定により、次のとおり公示送達をする。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は、当市保険医療課で保管し、送達を受けるべき者からの交付の申
出があればいつでも交付する。 
  平成28年11月21日 
                                   天理市長 並 河  健  

記 
送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名  略 
（注意）地方税法第20条の２の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したときに書類の
送達があったものとみなす。 

 
                                （平成28年11月21日掲示済） 

天理市告示第4 0 8号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年11月21日 
                                   天理市長 並 河  健  
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１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月21日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月21日から平成29年１月20日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略）  

 
（平成28年11月22日掲示済） 

天理市告示第4 0 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年11月22日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月22日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月22日から平成29年１月21日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略）  

 
                                  （平成28年11月22日掲示済） 
天理市告示第4 1 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成28年11月22日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月22日 
３ 移動対象区域 
  天理市永原町6 8 8番地１先放置禁止区域外 
４ 保管場所  
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
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 (１) 返還期間 
    平成28年11月22日から平成29年１月21日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略） 

 
                                 （平成28年11月22日掲示済） 

天理市告示第4 1 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成28年11月22日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月22日 
３ 移動対象区域 
  天理市永原町6 7 5番地３先放置禁止区域外 
４ 保管場所  
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月22日から平成29年１月21日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略） 

 
                                 （平成28年11月22日掲示済） 

天理市告示第4 1 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成28年11月22日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月22日 
３ 移動対象区域 
  天理市嘉幡町2 7 2番地１先放置禁止区域外 
４ 保管場所  
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月22日から平成29年１月21日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略） 

 
（平成28年11月24日掲示済） 

天理市告示第4 1 3号 
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 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成28年11月24日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月24日 
３ 移動対象区域 
  天理市川原城町8 3 1番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所  
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月24日から平成29年１月23日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略） 

                                  （平成28年11月25日掲示済） 
天理市告示第4 1 4号 
   公示送達について 
 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、介護保険法（平成９年法律第1 2 3号）第1 4 3条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は、当市介護福祉課で保管し、送達を受けるべき者からの交付の申
出があればいつでも交付する。 
  平成28年11月25日 
                                   天理市長 並 河  健  

記 
送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名  略 
（注意）介護保険法第1 4 3条の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときは、書類の
送達があったものとみなされます。 

 
（平成28年11月25日掲示済） 

天理市告示第4 1 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年11月25日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月25日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月25日から平成29年１月24日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
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（以下 略）  
 

（平成28年11月28日掲示済） 
天理市告示第4 1 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年11月28日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月28日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月28日から平成29年１月27日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略）  

                                     （平成28年11月29日掲示済） 
天理市告示第4 1 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年11月29日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月29日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月29日から平成29年１月28日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略） 

 
             （平成28年11月29日掲示済） 

天理市告示第4 1 8号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成28年11月29日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
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 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月29日 
３ 移動対象区域 
  天理市川原城町8 3 1番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所  
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月29日から平成29年１月28日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略） 

 
 （平成28年11月29日掲示済） 

天理市告示第4 1 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成28年11月29日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月29日 
３ 移動対象区域 
  天理市前栽町2 0 9番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所  
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月29日から平成29年１月28日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略） 

 
（平成28年11月30日掲示済） 

天理市告示第4 2 0号 
   公示送達について  
 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）第20条の２及び天理市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市
条例第30号）第18条の規定により、次のとおり公示送達する。  
 なお、この公示送達に係る関係書類は、本市税務課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ
ればいつでも交付する。  
  平成28年11月30日 
                                   天理市長 並 河  健 

記 
送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名 略  
（注意）地方税法第20条の２の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときに書類の送
達があったものとみなす。 

 
（平成28年11月30日掲示済） 

天理市告示第4 2 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
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の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成28年11月30日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年11月30日 
３ 移動対象区域 
  天理市福知堂町74番地３先放置禁止区域外 
４ 保管場所  
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年11月30日から平成29年１月29日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略） 

 
           （平成28年12月１日掲示済） 

天理市告示第4 2 2号 
平成28年第４回天理市議会定例会を、次のとおり招集する。 
平成28年12月１日 

天理市長 並 河  健 
記 

１ 期 日 平成28年12月８日 
２ 場 所 天理役所議事場

 
（平成28年12月１日掲示済） 

天理市告示第4 2 3号 
 天理市自転車等駐車場条例（平成13年９月天理市条例第31号）第13条第１項の規定により、有効期限を
過ぎて放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条第２項の規定により告示する。 
  平成28年12月１日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 撤去理由 
  自転車等駐車場内に有効期限を過ぎて放置されていたため。 
２ 撤去日 
  平成28年11月30日 
３ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
     平成28年12月１日から平成29年５月31日まで 
 (２) 返還時間 
     自転車等駐車場の営業時間 
４ 返還時に必要なもの 
 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの（運転免許証・学生証・保険証等）  
 (２) 延滞期間に応じた駐車料金 
５ 連絡先 
  ミディ総合管理（株）   電話 06－4399－9088 
    天理市総務部地域安全課  電話 0743－63－1001

 
      （平成28年12月１日掲示済） 

天理市告示第4 2 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年12月１日 
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                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年12月１日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年12月１日から平成29年１月30日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略）

 
      （平成28年12月２日掲示済） 

天理市告示第4 2 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年12月２日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年12月２日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成28年12月２日から平成29年１月31日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略） 

 
    （平成28年12月５日掲示済） 

天理市告示第4 2 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成28年12月５日 
                                   天理市長 並 河  健  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成28年12月５日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
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 (１) 返還期間 
    平成28年12月５日から平成29年２月４日まで（毎月第２・４土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡） 
 (２) 返還時間 
    天理市自転車等保管施設の営業時間 
（以下 略） 

公  告 
（平成28年11月15日掲示済） 

天理市公告第50号 
   指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定について 
 平成28年10月21日付をもって下記の者を、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サ
ービス事業所として指定したので、介護保険法（平成９年法律第1 2 3号）第78条の11及び第1 1 5条の20
の規定により公告する。 
  平成28年11月15日 
                                   天理市長 並 河  健 

記 

事業所番号 ２９７１２０００４９ 

名称 老人デイサービスセンター都祁すずらん苑 

所在地 奈良県奈良市都祁友田町1437番地 

申
請
者 

名称 社会福祉法人 大和会 

主たる事務所の所在地 奈良県山辺郡山添村大字切幡字番下谷1437番地1 1 8 

代表者の氏名 新谷 綋一 

代表者の住所 奈良県山辺郡山添村大字広瀬1 1 8番地 

指定年月日 平成28年10月21日 

サービスの種類 地域密着型通所介護 

 

 
（平成28年11月17日掲示済） 

天理市公告第51号 
下記１の公告をした内容について、下記２のとおり公告内容を一部訂正する。 
 平成28年11月17日 
                                   天理市長 並 河  健 

記 
１．対象公告 
  公告日   平成28年10月13日 
  公告番号 天理市公告第45号 
２．訂正内容 
 【訂正後】 
 天理市の住民は、平成28年11月14日までに、当該農業振興地域整備計画の案について、市に意見を提 
出することができる。 
 また、当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の案に係る農用地区域内にある土地の所有者 
その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議のあるときは、平成28  
年11月14日の翌日から起算して15日以内に天理市にこれを申し出ることができる。 
１．農用地利用計画の案の縦覧期間 
  自 平成28年10月13日(公告年月日) 
  至 平成28年11月14日(公告年月日の翌日から起算して32日目) 

 
（平成28年11月17日掲示済） 

天理市公告第52号 
  公募型プロポーザルの実施について 
下記の業務について、公募型プロポーザルの参加者を募集しますので次のとおり公告する。 
 平成28年11月17日 
                                  天理市長 並 河  健 
１．事業の概要 
 (１) 事業名称 天理市トレイルセンター備品の設置業務 
 (２) 業務の目的・内容 
   平成29年４月改修完成予定である天理市トレイルセンターの情報提供機能・休憩機能を強化し、 
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  センターの魅力と価値を向上させるデザインを考慮した備品（テーブル・イス・展示棚等）を設置 
  するため、公募型のプロポーザルにより事業者を選定します。 
 (３) 業務実施場所 天理市トレイルセンター 天理市柳本町5 7 7番地１ 
 (４) 業務期間 契約日から平成29年３月20日（月）まで 
２．予算の上限 
 7,950,000円（消費税及び地方消費税を含む｡)を限度とします。 
 コーディネート費用、搬入費用、設置費用、諸経費等を含みます。 
 なお、参考見積書の金額が、予算の上限を超過した場合は失格とします。 
３．支払方法 
 業務完了後、受託者の請求に基づき一括払いとします。 
４．実施形式 
 公募型プロポーザル方式 
５．準拠する法令等 
 業務を実施するにあたり、下記の関係法令や諸規則に準拠するものとします。 
 ① 天理市個人情報保護条例 (平成15年12月条例第40号) 
 ② 天理市情報公開条例（平成９年12月条例第31号） 
 ③ 天理市会計規則 (昭和45年３月規則第13号) 
 ④ 天理市契約規則（昭和40年８月規則第22号） 
 ⑤ その他関係法令  
６．参加資格 
 本プロポーザルの参加資格者は、次に掲げる条件を全て満たす者とします。 
 (１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第1 6 7条の４の規定に該当しないこと。 
 (２) 参加表明書提出日から委託候補者選定結果通知日までの期間で、天理市建設工事等入札参加停 
  止措置要領に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。 
 (３) 天理市建設工事等暴力団排除措置要綱に定める除外措置要件に該当していないこと。 
 (４) 会社更生法（平成14年法律第1 5 4号）に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法  

（平成11年法律第2 2 5号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。 
 (５) 参加表明書提出日において、国税及び地方税を滞納していないこと。 
７．受託候補者の選定方法 
 参加資格があると認められる者から企画提案書等を受け付け、その企画提案を天理市トレイルセンタ 

 ー備品の設置業務プロポーザル審査委員会（以下、「委員会」という｡)において審査し、受託候補者  
（以下「候補者」という｡)を選定します。 

 審査に当たっては、書類審査及び面接審査を実施するものとし、審査方法は下記９のとおりとします。 
８．手続き等 
 (１) 担当部局 
   天理市役所 環境経済部 産業振興課 つながる魅力創造係（市役所２階） 
   〒6 3 2-8555 奈良県天理市川原城町6 0 5番地 
   電  話：0743-63-1001（内線2 0 8） 
   ＦＡＸ：0743-62-2880 
   Ｅメール：sangyou@city.tenri.nara.jp 
 (２) プロポーザル参加申込に係る関係資料の交付 
  ① 資料名 
   ・天理市トレイルセンター備品の設置業務に係る公募型プロポーザル実施要領  
   ・天理市トレイルセンター備品の設置業務プロポーザル様式 
   ・天理市トレイルセンター平面図及びイメージ図 
   ・施設の機能と魅力を向上するデザインの内容説明 
   ・天理市トレイルセンター指定管理者の提案書 
   （※計画内容のため参考資料としてください。） 
  ② 交付方法 
    上記資料は、天理市ホームページのお知らせにある『「天理市トレイルセンター備品の設置業 
   務」に係る公募型プロポーザルを実施します』から入手するものとします。 
 (３) 参加表明書等の提出 
  ① 提出期限  平成28年11月17日（木）から平成28年11月25日（金）まで 
          持参の場合は、午前９時から午後５時まで（土曜日及び日曜日を除く。） 
  ② 提出場所  上記 ８.手続き等(１)担当部局に同じです。 
  ③ 提出書類 
   ・参加表明書（様式１） 
   ・事業者概要（様式２） 
  ④ 提出方法   担当窓口へ持参してください。 

mailto:sangyoukyousou@city.tenri.nara.jp
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  ⑤ 提出部数  正本１部及び副本１部（副本は複写可） 
 (４) 質問の受付及び回答 
   質問については、参加表明書を提出した者のみ受け付けます。 
  ① 提出期間  参加表明書の提出から平成28年11月25日（金）まで 
  ② 提出場所  上記 ８.手続き等(１)担当部局に同じです。 
  ③ 提出方法  質問書（様式６）により、担当窓口へ持参、ＦＡＸ又はＥメールにより提出する  
          こととします。 
           なお、ＦＡＸ又はＥメールを送信した場合は、必ず電話で受領確認を行ってく 
          ださい。 
          ※上記以外の方法で提出された質問に対しては回答いたしません。 
  ④ 回答方法  平成28年11月29日（火）に天理市ホームページに掲載します。 
 (５) 企画提案書等の提出 
  ① 提出期限  平成28年11月30日（水）から平成28年12月13日（火）まで 
          持参の場合は、午前９時から午後５時まで（土曜日及び日曜日を除く｡) 
  ② 提出場所  上記 ８.手続き等(１)担当部局に同じです。 
  ③ 提出方法  担当窓口へ持参してください。 
  ④ 提出要領 
   ア) 提出書類 
     ・提案書等の提出について（様式３） 
     ・業務実施体制（様式４） 
     ・主たる専門家等の履歴（様式５） 
     ・企画提案書（任意様式） 
     ・実施工程表（任意様式） 
     ・参考見積書（任意様式） 
   イ) 提出部数 
     正本１部及び副本４部（副本は複写可）。ただし、参考見積書の提出部数は１部とします。 
   ウ) 提案書等の作成要領等 
       ａ 企画提案書（任意様式）は、以下の要領で作成、提出するものとします。 
     ・提出する用紙の規格は、Ａ３判横 片とじ・横開きとすること。文字数、文字サイズ等の 
      書式は指定しません。 
     ・PRしたいポイントや提案趣旨を明確に示し、文章及びそれを補完する写真等で簡潔にまと 
      めること。 
     ・提案は、１社につき１案とすること。 
     ・表紙、備品配置平面図、提案備品のカタログ写真又は特別製造する際は外観デザイン等の 
      イラストを含め、Ａ３片面で10枚までとすること。 
     ・センターの魅力と価値を向上させるデザインを考慮した備品（テーブル・イス・展示棚等） 
      を選定及びレイアウトして提案を行うこと。 
    ｂ 企画提案書とは別に参考見積書を提出すること。見積金額は、消費税及び地方消費税を含 
     む金額とし、内訳がわかるようにすること。参考見積書には、備品の個数及びサイズ、設置    
     、運搬、その他諸費用の一切を含めること。 
      ※施設の機能と魅力を向上するデザインの内容説明、平面図及びイメージ図を参照ください。 
９．審査方法 
 (１) 審査方法 
   公募型プロポーザル方式とし、委員会で、以下の方法により最優秀提案者の選定を行います。   
   本市は、最優秀提案者と委託契約の交渉を行うものとしますが、辞退その他の理由で契約できな   
  い場合は、次点提案者と契約交渉ができるものとします。 
   なお、提案者が１社の場合は、委員会において取扱いを協議するものとします。 
  ① 第一次審査（書類審査） 
    提出された提案書等について、４社以上の場合は委員会において上位３社を選定し、全ての提  
   案者にその結果を書面により通知します。 
    なお、提案者が３社以内の場合は、第一次審査は実施せず、全ての提案者を第一次審査通過者 
   として扱います。 
  ② 第二次審査（面接審査） 
    第一次審査通過者による面接審査を以下の要領で行い、最優秀提案者を選定し、第一次審査通 
   過者全員に対し、その結果を書面により通知します。 
   ア 各社出席者は３名以内とします。 
   イ 説明時間は、１社あたり30分とし、提案者からのプレゼンテーションを20分、質疑応答を10 
    分と想定します。 
     なお、パソコンを用いる場合、パソコン、プロジェクターや延長線等は提案者が持参し説明 
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    できる準備を整えるものとします。（スクリーンは市で準備します。） 
   ウ プレゼンテーションの詳細日程は該当者に別途通知します。 
   エ プレゼンテーション時の追加資料の配布は認めません。 
 (２) 評価基準 
   以下の項目により評価を行います。 
   第一次審査 1 3 0/1 3 0  
  ① 業務実施体制 ５/1 3 0 
    ・業務遂行のための組織体制が適切で、十分な知識と経験を有する人材が配置されているか。（５） 
  ② 空間デザインを考慮した全体のレイアウト 25/1 3 0 
    ・本業務の趣旨を理解し、業務内容に応じた提案がなされているか。（10） 
    ・特に評価すべき創意工夫がみられるか。（10） 
    ・レイアウトの提案内容は実現性が高いか。（５） 
  ③ 展示棚とそのレイアウトによる情報提供機能の向上 20/1 3 0 
    ・観光、歴史文化等、地域の情報発信が向上するための創意工夫がなされているか。（10） 
    ・地域産品等の紹介・情報発信するための創意工夫がなされているか。（10） 
  ④ テーブル・イスとそのレイアウトによる休憩機能の向上 30/1 3 0 
   ・十分にくつろぐことができる提案がなされているか。（10） 
   ・レイアウトを考慮した座席の提案がなされているか。（10） 
   ・十分な座席数が確保されているか。（10） 
  ⑤ 備品のデザイン性 20/1 3 0 
   ・本業務の趣旨を理解し、業務内容に応じた提案がなされているか。（10） 
   ・特に評価すべき創意工夫がみられるか。（10） 
  ⑥ 備品の機能性 20/1 3 0 
   ・本業務の趣旨を理解し、業務内容に応じた提案がなされているか。（10） 
   ・特に評価すべき創意工夫がみられるか。（５） 
   ・備品の提案内容は実現性が高いか。（５） 
  ⑦ 実施工程 ５/1 3 0 
   ・スケジュール、作業項目、作業期間等が具体的に提示されており、作業工程、内容等が適切で  
    あるか。（５） 
  ⑧ 見積価格 ５/1 3 0 
   ・提案内容と見積金額に整合性があるか。（５） 
   第二次審査 15/15  
  ① プレゼンテーション等の内容 15/15 
   ・分かり易い説明となっているか。（３） 
   ・提案者の知識は十分か。（３） 
   ・業務に対する意欲、熱意が感じられるか。（３） 
   ・プレゼンテーションに工夫がみられるか。（３） 
   ・質問に対する回答は的確か。（３） 
 (３) 審査結果の公表 
   委員会は非公開とし、第二次審査結果についてのみ、天理市ホームページにて公表します。 
10．日程 

内容 期間等 

公告 
平成28年11月17日（木） 
天理市ホームページ上で公開します。 

参加表明書の提出期間 
平成28年11月17日（木）から 
平成28年11月25日（金）まで 

質問受付期間 
参加表明書の提出から平成28年11月25日（金）17時まで 
※天理市ホームページ上で平成28年11月29日（火）に回答します。 

企画提案書等の提出期間 
平成28年11月30日（水）から 
平成28年12月13日（火）まで 

第一次審査 
（書類審査） 

平成28年12月16日（金） 
※提案者が３社を超える場合に実施し、第二次審査の対象とする参 
 加事業者３社を選定します。 

第一次審査結果通知 
平成28年12月19日（月） 
※第一次審査参加者全員に結果通知します。 

第二次審査 
（面接審査） 

平成28年12月26日（月） 
※第一次審査通過者に第二次審査の案内を通知します。 

受託候補者選定結果通知 
平成28年12月27日（火） 
※第二次審査参加者全員に結果通知します。 
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11．失格事項 
 本プロポーザルの提案者若しくは提出された企画提案書等が、次のいずれかに該当する場合は、その 
提案を失格とします。 
 (１) 企画提案書等の様式・制限枚数、提出部数、提出方法、提出期限、提出先等に適合しないもの。 
 (２) 企画提案書等の作成形式（８．手続き等(５)企画提案書等の提出）及び記載上の留意事項に示 
  された要件に適合しないもの。 
 (３) 企画提案書等提出期限後に参考見積書の金額に訂正を行ったもの。 
 (４) プレゼンテーション等に出席しなかったもの。 
 (５) 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの。 
 (６) 参考見積書の金額が、予算の上限を超過したもの。 
12．契約 
 候補者決定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続きを行うもの 
とします。 
 なお、その際には、決定された者は改めて見積書を提出するものとします。 
13．その他 
 (１) 提出書類は返却しません。ただし、市は、提出書類を提出者に無断で他の業務に使用しません。 

  (２) 天理市情報公開条例に基づく開示請求があった場合、本プロポーザルに関する全ての文書（市  
   作成文書及び参加者提出文書）は、原則として開示の対象文書となります。ただし、事業を営むう  
   えで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は不開示となる場 
   合があるため、この情報に該当すると考える部分がある場合には、あらかじめ文書により申し出る 
   こととします。 
     なお、本プロポーザルの候補者選定前において、選定に影響がでるおそれがある情報について 
   は選定後の開示とします。 
  (３) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。 
  (４) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効にするとともに、指名停止措置を行うこ 
   とがあります。 
  (５) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とします。 
  (６) 業務実施体制各種調書に記載した配置予定者は、原則として変更できないものとします。 
     なお、やむを得ない理由により変更する場合には、市と協議のうえ決定するものとします。 
  (７) 受託者は、業務実施過程で疑義が生じた場合、速やかに市に報告し、協議又は指示を受けるこ 
   ととします。 
  (８) 参加者は、候補者選定までの間に、６．参加資格に定める要件を満たさなくなった場合は、そ 
   の参加資格を失うものとします。

 
 （平成28年11月21日掲示済） 

天理市公告第53号 
   一般競争入札について 
 建設工事の請負について、次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16
号）第1 6 7条の５第２項及び第1 6 7条の６第１項の規定により公告する。 
  平成28年11月21日 
                                   天理市長 並 河  健 
第１ 競争入札に付する事項等 
 (１) 工 事 名  天理市トレイルセンター改修工事 
 (２) 工事場所  天理市 柳本町 
 (３) 工事概要  ○トレイルセンター改修  A=3 1 7.52㎡ 
             ・建築改修工事   1.0式 
             ・電気設備改修工事 1.0式 
             ・機械設備改修工事 1.0式 
             ・撤去工事     1.0式 
             ・発生材処分    1.0式 
 (４) 工  期   平成29年３月27日まで 
 (５) 予定価格   ３５，７２６，４００円 
          （消費税及び地方消費税に相当する額を含む。）     
 (６) 最低制限価格 ３２，１５３，７６０円 
          （消費税及び地方消費税に相当する額を含む。） 
第２ 競争参加資格 
 (１) 天理市に対して本市建設工事執行規則第５条に規定する建設工事入札参加資格申請書（様式第１  
  号）を提出している建築工事の資格を有する建設業者（市内に本店又は営業所（建設業法（昭和24年 
  法律第1 0 0号）第３条第１項に規定するもののうち本店を除いたものであって、かつ、当該営業所が 
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  本市に対する入札参加資格を有する者に限る｡)を有するもの）であって、次の(２)から(４)までに掲 
  げる条件を全て満たし、この工事に係る競争入札参加資格の確認を受けたものであること。 
 (２) 次の条件を全て満たしていること。 
  ① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第1 6 7条の４の規定に該当しない者であること。 
  ② 建設業法第15条の規定による建設業の許可を、建築工事業について受けている者であること。 
  ③ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（審査基準日が、本入札参加資格確認申請書の提 
   出締切日より１年７ヶ月前までの直近のもの）における建築一式工事の総合評定値を有する者であ 
   ること。 
  ④ 天理市が平成28年７月１日に発表した建設工事請負業者格付表（平成28年度）において建築工事 
   の格付がＢ等級に位置づけされている者であること。 
  ⑤ 本競争入札参加資格確認時点及び本件の開札日までの間において、天理市より入札参加停止措置 
   を受けていない者であること。 
  ⑥ 本工事の仕様書に対する質問を、書面（様式は自由とする。以下「質問書」という｡)により提出 
   した者であること。 
  ⑦ 天理市に対して不誠実な行為のない者であること。 
  ⑧ 他詳細は、入札説明書による。 
 (３) 次の条件を満たす配置予定技術者をこの工事を行う期間中、１名配置できること。 
  ① 別表２の資格を有する者。 
  ② 入札の申し込みのあった日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者。 
  ③ 監理技術者を置くことが必要な工事にあっては、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習 
   修了証」の交付を受けている者。 
 （４） 次に掲げる設計業務の受託者（以下「当該受託者」という｡)と資本又は人事面において関連があ 
  る者でないこと。 
    名  称  小林建築事務所 
    住  所  天理市柳本町1519番地 
第３ 入札手続等 
 (１) 担当部課 
   〒6 3 2－8555 
   天理市川原城町6 0 5番地 
   天理市役所 総務部総務課 入札審査室 
   電話番号 0743－63－1001 内線 3 3 2 
 (２) 入札説明書の交付期間及び場所 
  ① 交付期間 別表（入札日程）のとおりとする。 
  ② 交付場所 (１)に同じ。 
第４ 競争参加資格の確認等 
  本競争の参加希望者は、第２に掲げる競争資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請 
 書及び競争参加資格確認資料を下記のとおり提出し、市長から競争参加資格のあることの確認を受けな 
 ければならない。 
 (１) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出 
  ① 提出期間 別表（入札日程）のとおりとする。 
  ② 提出場所 第３(１)に同じ。 
  ③ 提出部数 各１部 
  ④ 提出方法 持参すること。 
  ⑤ 作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。  
第５ 仕様書公開の日時及び場所 
 (１) 日 時 別表（入札日程）のとおりとする。 
 (２) 場 所 第３(１)に同じ。 
 (３) 仕様書に対する質問書は、質疑の有無にかかわらず、下記期限までに提出するものとする。 
  ① 質問書提出期限  別表（入札日程）のとおりとする。 
  ② 質問書提出場所  第３(１)に同じ 
  ③ 質問書提出方法  質問書の提出は、持参によることとし、郵送、宅配便等による送付又は電送に 
            よるもの等は認めない。 
 (４) 質問書に対する回答は、別表（入札日程）のとおり回答書を発送するとともに、総務課入札審査 
  室にて閲覧に供する。 
第６ 入札の方法 
 (１) 競争参加資格者は、天理市建設工事執行規則（昭和48年２月天理市規則第４号）第８条に規定す 
  る入札書に必要事項を記入し、記名押印した上で、日本郵便株式会社 天理郵便局留の一般書留郵便 
  又は簡易書留郵便のいずれかの方法により指定された到着期限までに郵便により提出しなければなら 
  ない。 
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 (２) 入札書の郵送に際しては、封筒は二重封筒とし、中封筒に入札書１通を入れ封かんし、表側に工  
  事名及び入札者名を記載した上で、内訳書とともに外封筒に入れなければならない。 
 (３) 外封筒の表面に開札日、工事名、住所又は所在、商号又は名称、代表者氏名等の必要事項を記入 
  した郵便入札送付票を貼付しなければならない。 
 (４) 競争参加資格者が入札書を送付しなかったとき又は入札書が到着期限日までに到着しなかったと 
  きは、入札を辞退したものとみなす。 
第７ 入札書の到着期限日及び送付先 
 (１) 到 着 期 限 日 別表（入札日程）のとおりとする。 
 (２) 入札書の送付先 日本郵便㈱ 天理郵便局 留 
            天理市役所総務部総務課入札審査室 行 
第８ 開札日時及び場所 
 (１) 日 時  別表（入札日程）のとおりとする。 
 (２) 場 所  天理市川原城町6 0 5番地 
         天理市役所３階3 3 4会議室 
第９ 落札者の決定方法 
 (１) 入札の回数は、１回とする。 
 (２)  天理市契約規則（昭和40年８月天理市規則第22号）第６条の規定に基づいて作成された予定価格 
  の制限の範囲内で、最低の入札書記載金額を提示し、かつ、最低制限価格を下回らない有効な入札を 
  行った者を落札者とする。決定後、落札者にその旨を通知するとともに、入札結果は総務課入札審査 
  室で公表する。 
    落札者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定 
  するものとする。 
第10 その他 
 (１) 入札保証金及び契約保証金 
  ① 入札保証金 免除 
  ② 契約保証金 金額については、請負代金額の10分の１以上とし、保証方法等詳細については、天 
          理市建設工事執行規則第13条に規定する契約書に定めるとおりとする。 
 (２) 入札の無効 
   本入札説明書に規定した競争参加資格が認められていない者のなした入札、第２に定める競争参加 
  資格がない者のなした入札、第６に定める入札の方法によらない入札、本市に対し虚偽の記載をした 
  申請書又は資料を提出した者のなした入札並びに仕様書及び天理市建設工事郵便入札試行要領におい 
  て示した入札条件等に違反した入札は無効とする。 
第11 入札公告の掲示場所 
  天理市役所 掲示場 
第12 問い合わせ先 
  天理市役所 総務部総務課 入札審査室 
  電話番号 0743－63－1001 内線 3 3 2 
第13 その他 
  詳細は、入札説明書による。 
別表（入札日程） 

天理市トレイルセンター改修工事 

事  項 期  間  等 

入札説明書の交付 
平成28年11月21日（月）から 
平成28年11月30日（水）まで 
天理市ホームページからダウンロードできます。 

申請書の提出期間 
仕様書の公開日 

平成28年11月21日（月）から 
平成28年11月30日（水）まで 
申請書等の様式は、天理市ホームページからダウンロード
できます。 

質問書の提出期限 
平成28年12月２日（金）まで 
質問書の提出は、質問がない場合も必ず必要です。 

競争参加資格確認 
の結果の通知日 

平成28年12月９日（金） 

質問書への回答日 平成28年12月９日（金） 

競争参加資格がないとした 
場合の説明要望書提出期限 

平成28年12月13日（火） 
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 上記の期間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時ま
でを除く｡)とする。 
（別表２） 

配置技術者の資格（いずれかに該当すること） 

① 建築工事に関し、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後５  
 年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後３年以上実務の経験を 
 有する者で在学中に建築学又は都市工学に関する学科を修めた者 
② 建築工事に関し10年以上実務の経験を有する者 
③ 建築工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で建築学又は都市工学に 
 関する学科に合格した後５年以上又は専門学校卒業程度規程による検定で建築学又は 
 都市工学に関する学科に合格した後３年以上実務の経験を有する者 
④ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管理又は２級の建築施工 
 管理（種別を「建築」とするものに限る｡)とするものに合格した者 
⑤ 建築士法（昭和25年法律第2 0 2号）による１級建築士又は２級建築士の免許を受け 
 た者  
⑥ ①又は②と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると国土交通大臣が認める者 

 
（平成28年12月１日掲示済） 

天理市公告第54号 

 土地区画整理法施行令（昭和30年政令第47号）第19条の規定により、大和都市計画事業山の辺第一工区

Ａ工区土地区画整理審議会委員の選挙期日を平成29年２月26日と定めたので公告する。 

 なお、この選挙について同令第20条の規定により作成する選挙人名簿を、同令第21条第１項の規定によ

り、下記のとおり公衆の縦覧に供する。 

  平成28年12月１日 

                                   天理市長 並 河  健 

１ 縦覧期間 

 平成29年１月４日から平成29年１月17日まで 

２ 縦覧時間 

 午前8時30分から午後５時まで 

３ 縦覧場所 

 天理市川原城町6 0 5番地 天理市役所 建設部まちづくり事業課 区画整理推進室 

 
（平成28年12月１日掲示済） 

天理市公告第55号 
 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により、農用地利用集積計画を定
めたので、同法第19条の規定により公告する。  
  平成28年12月１日  
                                   天理市長 並 河  健  
 なお、その関係書類を天理市環境経済部農林課に備え置いて縦覧に供する。 

                                 （平成28年11月７日掲示済） 
天教告示第15号 
平成28年11月10日午前９時30分から11月定例教育委員会を天理市役所に招集する。 

競争参加資格がないとした 
場合の当該理由の回答日 

平成28年12月16日（金） 

入札書到着期限日 
平成28年12月21日（水） 
書留郵便にて 
日本郵便㈱ 天理郵便局に必着のこと 

開札の日時 
平成28年12月22日（木） 
午前９時30分 

くじを行う場合の日時 
平成28年12月22日（木） 
午前11時 

教育委員会 
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平成28年11月７日 
          天理市教育委員会 

教育長 森 継  隆  

農業委員会 
（平成28年11月25日掲示済） 

天農委告示第12号 
 平成28年12月５日午後２時から、下記事項を付議するため天理市農業委員会を天理市役所に招集する。 
  平成28年11月25日 
                                   天理市農業委員会 
                                    会長 藏 本 純 次 
議案第１号 農地法第３条に関する申請について 
議案第２号 農地法第４条に関する申請について 
議案第３号 農地法第５条に関する申請について 
議案第４号 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 
議案第５号 その他 
       ①市街化区域の専決処分について（報告） 

選挙管理委員会 
  （平成28年11月18日掲示済） 

天選告示第21号 
公職選挙法（昭和25年法律第1 0 0号）第23条第１項及び第30条の７第１項の規定により、平成28年12月

３日から同月７日までの間、縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名及び住所等を記載した書面並び
に在外選挙人名簿に登録した者の氏名及び経由領事官の名称等を記載した書面の縦覧場所は、次のとおり
である。 
  平成28年11月18日 
                                   天理市選挙管理委員会 

委員長 堀 内 靖 介 
縦覧場所 天理市川原城町6 0 5番地 天理市役所内 天理市選挙管理委員会事務局

 
（平成28年12月２日掲示済） 

天選告示第22号 
 平成28年12月２日現在における地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項並び
に市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第４条第１項及び第５条第１項に規定する
選挙権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第４条第11項及び第５条第15項に規定する選挙権を有
する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第76条第１項、第80条第１項、第81条第１項及び第86条第
１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第1 6 2号）第８条第１項に規定する
選挙権を有する者の総数の３分の１の数は、次のとおりである。 
  平成28年12月２日 
                                      天理市選挙管理委員会 

委員長 堀 内 靖 介 
50分の１の数    1,092 人 
６分の１の数    9,100 人 
３分の１の数   18,200 人 

公営企業 
                                 （平成28年11月14日掲示済） 

天理市上下水道局公告第41号 
平成28年度下水道事業受益者負担金賦課対象区域について 

 天理都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和45年３月天理市条例第１号）第７条の規定によ
り、負担金を賦課しようとする区域を次のように定める。 

平成28年11月14日 
天理市上下水道事業管理者 

藤 田 俊 史  
記 

排水区域の名称 負担金を賦課しようとする区域（町名） 

天理北第１処理分区 別所町の一部 
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